
第２７号議案 

第

二

十

七

号

議

案

 

  

江

戸

川

区

立

共

育

プ

ラ

ザ

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 
 

 
 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

平

成

二

十

三

年

六

月

二

十

八

日

 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

多

田

正

見 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     



第２７号議案 

 
 

 

江

戸

川

区

立

共

育

プ

ラ

ザ

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 
江

戸

川

区

立

共

育

プ

ラ

ザ

条

例

（

平

成

十

七

年

三

月

江

戸

川

区

条

例

第

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

三

条

第

二

項

を

削

る

。

 

第

四

条

第

二

項

を

削

る

。

 
 

 

第

五

条

第

一

項

及

び

第

二

項

を

削

り

、

同

条

第

三

項

中

「

前

条

第

一

項

」

を

「

前

条

」

に

改

め

、

「

受

け

た

者

」

の

下

に

「

（

以

下

「

利

用

者

」

と

い

う

。

）

」

を

、

「

使

用

料

を

」

の

下

に

「

直

ち

に

」

を

加

え

、

同

項

を

同

条

と

す

る

。

 

 

第

八

条

中

「

き

損

」

を

「

毀

損

」

に

改

め

る

。

 

 

付

 

則

 

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

三

年

九

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

  

 

（

説

明

）

 

児

童

デ

イ

サ

ー

ビ

ス

を

共

育

プ

ラ

ザ

の

事

業

と

し

て

行

わ

な

い

こ

と

と

す

る

ほ

か

、

規

定

を

 

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。
 


